
　2016年４月14日、16日と相次いで熊本を襲った震度７の大地震。そ

の後も４月末までに震度５以上の地震は18回に及び、住宅被害は熊本県

内だけで19万棟に上った。これほど大きな地震が起こることは全く予期

しておらず、全てが想定外という状況のなか、一般社団法人　熊本県宅地

建物取引業協会（熊本市中央区、会長：西釜博文氏、以下、熊本県宅建協会）は、地震発生翌日から県

との災害協定に基づく協力に向けて動き始めた。熊本県宅建協会と会員の活動内容について記録する。

一般社団法人
熊本県宅地建物取引業協会

「平成28年熊本地震」を
振り返る
地域コミュニティの重要性を再確認
地域の復興と記憶の継承が必要

２度にわたる震度７の地震により
倒壊した家屋（益城町）



地域コミュニティを� �
震災後も維持することが重要

─震災が発生してから、どのような活動をされ

たのですか？

内田氏　私の事務所と自宅は西原村にあり、14
日は震度６弱、その後16日は震度7の本震に見舞
われました。このあたりは活断層があることは把
握していましたが、大地震が発生したのが130
年前でしたので、ここまで大きな地震が来るとは
考えたこともありませんでした。私の家は倒壊し
ませんでしたが、近隣の家屋、特に和風の瓦屋根
の住宅が一気に潰れました。
　震災後、レスキュー隊の現地入りは非常に早く、
とても助かりましたが、隣の益城町の被害が大き
かったため、自衛隊の救助活動などはそちらを優
先していたようです。またこれだけ被害が甚大だ

と行政も手が回らない状態でしたので、地区や自
治会でできることは自分達でやっていこうと活動
を開始しました。私は布田地区の区長でもありま
すので、16日には地区の役員とともに、情報収
集、生き埋めになっている人の救助、行政との連
絡調整、安否確認と避難の呼びかけなどを行い、
翌日以降は、重機とオペレーターを地区で雇い、
各世帯の入口確保、道路の応急補修、危険な屋根
の瓦落としや養生作業を行いました。
　布田地区は140世帯
全てが被災し115世
帯の家が倒壊したため、
ほぼ全員が避難生活を
余儀なくされましたが、
地域コミュニティが培
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められた子供がトラウマになっているという家庭
もあり、115世帯のうち10世帯前後は他市、他
県に移り住みますが、それ以外の世帯は残っても
いいと意思表示をしてくれました。実際に集団移
転を検討するにしても、土地の確保が困難ですし、
その土地は購入しなくてはなりません。それなら
皆でここに残り、安心・安全と思えるよう国の助
成金を使ってインフラを整備し、コミュニティを
守っていこうと、皆の気持ちをまとめることがで
きました。
　地域がバラバラにならないように、６月には再
生委員会を発足させ、大学の先生を招き地震や地
質学についての勉強をしながら、地域全員でこれ
からの地区のあり方について検討を開始しました。
また、避難している人たちが一堂に会するような
楽しい催しも必要だということで、11月には秋
祭りと敬老会を兼ねた地区祭りを開催し、住民同
士の交流の場をつくりました。震災直後には村で
は災害ボランティアセンターが立ち上がり、12
月末までに約１万5,000人以上のボランティア
がかけつけてくれました。仮設住宅ではボラン
ティアによって新たなコミュニティづくりもでき、
大変感謝しています。
　震災を通じて、被害を最小限にするために「コ
ミュニティの力がいかに大切か」ということを改
めて知りました。そして、このコミュニティを守る
のが地域の不動産業者の役割だと実感しています。
　また、今回の経験は、必ず後世に語り継がなく
てはいけないものです。子どもから大人まで震度
７という地震の恐怖と、助け合うことの重要さ、

われていたおかげで、避難所や仮設住宅について
も地区単位でまとまることができました。そのた
め、避難先でも顔見知り同士で助け合い、大きな
トラブルは全く起きていません。
　西原村では2003年から２年に１回の頻度で西
原村全村民参加型の「発災対応型防災訓練」を実
施していましたが、2015年の８月末は布
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層を震源とするマグニチュード７の地震による被
害を想定し、孤立集落対策訓練や炊き出し、起震
車体験などを行いました。
　今回の熊本地震では、この「発災対応型防災訓
練」が大変役に立ちました。特に大
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地区では
倒壊した建物に９名が閉じ込められましたが、
「この下あたりにおばあちゃんが寝ているはずだ」
と見当がつき、消防隊と協力して屋根から穴をあ
けて全員の命を救うことができました。この地域
は長年にわたり道路の清掃や野焼きなどを皆で一
緒にやってきましたし、普段からお互い同士が声
をかけあうようなコミュニティを形成していまし
た。また、住人同士がお互いの家の間取りまでわ
かっているような親しい関係でした。
　このような経験から、個人的にも、区長として
も、「このコミュニティが震災によってバラバラ
になってしまうことだけは避けたい」「地域コ
ミュニティがしっかりしているところは再建もう
まくいくはずだ」と思い、避難所を回り個別に話
を聞いて、今後についての意思確認をしました。
残念ながら布田地区では３名が亡くなり、閉じ込

大切畑地区の倒壊家屋救出現場

再生委員会が実施した研修会（布田地区）



言葉の温かさ、手を差し伸べてもらうことへの感
謝の気持ちを、日々の生活の中で継承していくこ
とが大切だと思います。これからは地域の復興と
ともに、「記憶の継承」と「感謝の心」をつなぐ
ための活動も進めていく予定です。

─災害時にこそ地域のコミュニティが大切だ、

ということがよくわかりました。一方で足りなか

ったものは何だったのでしょうか？

内田氏　被災者からは「情報が足りない」とよく
言われました。行政に被災に関する書類を申請し
ても返事がなく、どのような状況になっているの
かを知りたいという声が多かったです。
　管理物件については震災後すぐに見て回りまし
た。入居者は全員避難しており誰もいませんでし
たし、数人から連絡をもらいましたが「部屋のこ
とは気にせず、まず命の保全を優先してくださ
い」と伝えました。現地では入居が可能かどうか
を調べ、入居が困難な物件については、二次被害
が起きないように養生などの応急処置をし、入居
が可能な物件については入居者に連絡をし、入居
を続けるかどうかは入居者の判断に委ねました。
その際も、管理会社として生活に必要な水廻り設
備等の修理を行いました。大手管理会社では全員
退去させたところもありましたが、当社の場合は
地震後１カ月分の家賃は頂かないという対応をと
りました。

業者自ら被災者でありながらも、�
震災対応に奔走

─震災後、協会としてはどのような取り組みを

されたのでしょうか？

野上氏　私自身も自宅が全壊したのですが、専務
理事として協会の対応もしなくてはなりませんで
した。４月15日に支部長宛に会員の被害状況の報
告依頼をするとともに、熊本県に災害協定に基づ
いた協力の申し入れを行いました。被災者の受け
入れについて県は当初、公営住宅での対応を考え
ていたようですが、20日には「民間賃貸借上げ住
宅（みなし応急仮設住宅）」についての協力依頼
がきました。そこで、不動産3団体の物件情報を
集約した民間賃貸住宅借上相談窓口を設置し、（公
社）全国賃貸住宅経営者協会連合会が窓口対応を
することになりました。26日には全会員に対して
被災者への物件情報提供の依頼をし、理事会では
救援物資等についての協議を実施しました。その
後、会員へは当協会のHP「41-23.com」への物
件情報登録の協力依頼をするとともに、「民間賃
貸住宅借上げ制度」についての周知を行いました。
　5月以降は被災者への相談業務に力を入れまし
た。具体的には、総務省熊本行政評価事務所の
「被災者特別行政相談所」への相談員の派遣や、
被害が甚大だった益城町での相談会を開催し、顧
問弁護士と税理士、土地家屋調査士らとともに、
不動産に関するあらゆる相談に対応できるように
しました。
　また震災後、賃貸では修繕費の負担の扱いや退
去要請の仕方、売買で
は引渡し前の滅失の対
応など法律に絡む問題
も表面化しましたので、
会員向けに毎月顧問弁
護士による法律相談を

避難住民の交流の場となった秋祭り（布田地区）
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開催し、主な相談内容やＱ＆Ａ集をＨＰに掲載し
ました。
　7月に入って研修会を開催し、「民間賃貸住宅
借上げ制度」「補修型みなし応急仮設住宅」につ
いての情報を提供するとともに、災害復興住宅融
資（住宅金融支援機構）、震災後の賃貸住宅トラ
ブル対応などについて情報共有を行いました。１
月の研修会では、地震時の地盤と建物に関する法
律問題、土地災害防止法の概要、地震の際の土地
境界の確認、防災対策などの内容を各地域で盛り
込み、今後問題が起こるであろう建築や法律に関
する知識を再確認しています。
　消費者に対しても、協会のHPにて、熊本地震
関連情報として行政等からの情報を掲載するとと
もに、熊本地震被災者支援特集として敷金・礼金
ゼロの物件や仲介手数料なしの物件情報を掲載し
ています。

─新たに「補修型みなし応急仮設住宅」も適用

されました。

野上氏　「民間賃貸住宅借上げ住宅」については、
当協会含めて不動産関連３団体が協力し累計１万
5,000件ほど情報提供しましたが、そのほとんど
が当協会からの情報になります。物件情報は熊本
が中心になっていますが、福岡県や長崎県など県
外の物件も多く、熊本県外の会員の皆様の協力に
は大変感謝しています。
　また、今回の震災では初めて「補修型みなし応
急仮設住宅制度」が導入されました。民間住宅を
みなし応急仮設住宅として提供する際に、日常生
活を送るのに必要な部分の修理費用が最大57.6
万円／戸まで出るようになりましたので、借上げ
住宅の対象が広がりました。

不動産業者も� �
建築の知識を持つべき

─被災者向けの相談会ではどういった内容が多

かったのでしょうか？

永田氏　顧問弁護士や
税理士など専門家と一
緒に開催した巡回相談
会では、被災者から「自
分の家にこのまま住ん
でも大丈夫なのか」という建物の構造や地盤に関
する相談が多く寄せられました。私は建築士の免
許を取得していますが、不動産業者もある程度建
築の知識を持っていたほうがいいと痛感しました。
　また本震後１週間ぐらいしてから応急危険度判
定が始まりましたが、判定結果の意味が十分告知
されなかったためにマイナスの影響もありました。
判定は、「危険」「要注意」「調査済」の３つにな
りますが、被災した上に自宅が危険と判定され赤
い紙が貼られると、「自分はこれから住めるとこ
ろはもうないんだ」と精神的に参ってしまうかた
が多くいました。あくまでも立ち入れないと判定
されただけで、今後直せば住める物件もあるにも
かかわらずあきらめてしまい、家を保全していこ
うという意識がなくなります。また、罹災証明に
関する判定の差が県や市の間で大きかったことも
課題だと思います。屋根、基礎、壁の亀裂等をポ
イント制にして判定していますが、行政によって
その判断基準にかなりの差がありました。家屋は
資産であり判定基準のバラツキは資産価値に直結
しますので、早く基準を統一すべきだと思います。

─車中泊も多かったと報道されました。

永田氏　今回の地震では、余震が長く続いたので
怖くて建物の中に居られず、車中泊が非常に多
かったことも特徴です。またペットを飼っている
人や高齢者も避難所にいる方に遠慮して車中泊を
する人が多かったです。そのためにみなし応急仮
設住宅への入居希望者数が増えたのだと思います。
　人間が生きていくために必要な衣食住の中でも、
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㈲ナガタ建設



住宅は生活の再スタートのために最も大切なもの
です。その場を提供するのが不動産業者だという
認識を持ち、災害時には先頭に立って取り組むべ
きだと感じました。

地域貢献活動に� �
女性メンバーも尽力

─入居者もオーナーも、すべて被災者です。

中川氏　被災者はまず家を確保して生活の基盤を
つくることが最優先でしたので、本震の４～５日
後ぐらいから家を探しに来られました。みなし応
急仮設住宅のシステムが明確になる前でしたので、
通常の賃貸借契約で対応しましたが、入居希望者
から「家賃交渉できますか」という声も多く、そ
の話を伝えると、「こういう時だからいいです」と
いうことで快く受けていただき、助け合いの気持
ちを強く感じました。その後、みなし応急仮設住
宅の制度運用が始まり、昨年の６月頃から切り替
えを進め、10月には落ち着きました。会員業者
も「地域のために」と頑張ってくれたおかげでト
ラブルもなく対応できました。

─地域のつながりがあるからこそ、助け合いの

気持ちで動けたのですね。

中川氏　今回ほど地域活動の重要性を感じたこと
はありませんでした。もともと熊本県宅建協会に
は「女性の会協議会」という組織があり、地域社
会には女性のほうが入りやすいし、女性ならでは
の活動をしようということで、年２回のセミナー、

子ども110番、エコ
キャップ収集、清掃活
動などをしていました。
そこから発展した形で
2010年からは地域貢
献委員会として、地域

活性化の取り組みを始めております。東日本大震
災後には東北を視察して、復興に向けて地域のコ
ミュニティがいかに大切かを再確認していたとこ
ろ、今回の震災が起きましたので、委員会として
何をすればいいかと検討しました。そこで、震災
後のトラブル回避のための勉強会の実施や児童養
護施設への慰問活動などに加え、「被災者の皆さ
んを元気づけることも大切だ」「子どもたちに笑
顔を！」との思いで、昨年11月にはさかなクン
を講師に消費者向け講演会を開催しました。定員
1,400人のところ4,000人の応募が集まり、親
子連れの参加も多く、皆さんに喜んでいただけた
と思います。人が住むのは住宅ですが、暮らすの
は地域。震災後のトラブルを軽減したり、復興を
支援したり、その地域を良くしていくために地域
貢献は欠かせないと実感しています。
内田氏　これからはどこの地域も人口が減ってい
きます。しかし、地域の活性化のためのきっかけ
づくりは不動産業者がしなくてはなりません。地
域に活力をつけるために存在価値を高めていくこ
とが、これからの地域における不動産会社の役割
になると思います。
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